
七福団地住宅環境整備事業における事業契約の内容等の公表について 

 

 小竹町は、「七福団地住宅環境整備事業」の事業契約を締結したので、「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年

法律第１１７号）第１５条第３項の規定に基づき、下記のとおり事業契約の内

容を公表する。 

 

  令和３年１２月１７日 

 

小竹町長 松 尾 勝 徳 

 

記 

 

１ 公共施設等の名称及び立地 

   七福町営住宅 

   福岡県鞍手郡小竹町大字勝野２８３７番地１ 

 

２ 選定事業者の商号又は名称 

   アリオ・淵上・山本共同企業体 

  （代表企業）  

福岡県鞍手郡小竹町大字新多１３８２番地 

株式会社アリオ建設工業 

   代表取締役 佐々木宣男 

 

３ 公共施設等の整備等の内容 

   事業計画地の面積：約８，８００㎡ 

   町営住宅：単身居住用住戸４９．１７㎡（１ＬＤＫ）３０戸 

        家族居住用住戸６７．５９㎡（３ＤＫ）３０戸 合計６０戸 

   建物構造：鉄筋コンクリート造 ５階建 ２棟 

   附帯施設等：コミュニティ施設１棟、駐車場１３０台、駐輪場４０台 

 

４ 契約期間 

   令和３年１２月１４日から令和５年１２月２８日まで 

 

５ 契約金額 

   金１，２５５，０００，０００円（うち取引に係る消費税及び地方消費

税の額 金１１３，０６８，８３８円） 

 

６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

   本事項に関する事業契約内容は、事業契約書における以下の条項のとお

りである。 

  注）条文中「管理者」は小竹町、「選定事業者」はアリオ・淵上・山本共



同企業体を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理者の解除権） 

第４２条 管理者は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 管理者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由な

く、設計又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手し

ないとき。 

(2) 管理者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、選定事業者の

責に帰すべき事由によりＰＦＩ施設の引渡しが行われないとき、又は

引渡予定日経過後相当の期間内にＰＦＩ施設を引き渡す見込みが明ら

かにないと認められるとき。 

(3) 管理者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、選定事業者の

責に帰すべき事由によりＰＦＩ施設が工期内に完成しないとき、又は

工期経過後相当の期間内にＰＦＩ施設の工事を完成する見込みが明ら

かにないと認められるとき。 

(4) この事業の遂行を放棄し、当該状態が３０日以上継続したとき。 

(5) 第４４条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が相当の期間を定めて催告したに

もかかわらず、この契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこ

の契約の目的を達することができないと認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、選定事業者は、次の各

号に掲げる区分に従い、次の各号に掲げる額を違約金として管理者の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

(1) 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前に解除された場合 Ｐ

ＦＩ施設整備に係るサービス対価（ＰＦＩ施設整備に係る資金調達に

伴う利息相当額のサービス対価を除き、消費税及び地方消費税相当額

を含む）の１００分の１０に相当する額 

３ 前項の場合において、第６条の規定により契約保証金の納付若しくはこれ

に代わる担保の提供又は履行保証保険契約の締結が行われているときは、管

理者は、当該契約保証金若しくは担保又は履行保証保険契約の保険金をもっ

て違約金に充当する。 

 

第４３条 管理者は、事業を継続する必要がなくなった場合その他の事由によ

り必要があると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することがで

きる。 

２ 管理者は、前項の規定により契約を解除したことにより選定事業者に損害

を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選定事業者の解除権） 

第４４条 選定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の

全部又は一部を解除することができる。 

(1) 管理者がサービス対価の支払を遅延し、選定事業者が相当の期間を定

めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。 

(2) 選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、管理者が

契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこの契約の履行が困難

となったとき。 

(3) 第１３条の規定により要求水準書を変更したため、次のいずれかに該

当するに至ったとき。 

ア サービス対価の総額がこの契約の締結時の額から１００分の５以

上減少したとき。 

イ ＰＦＩ施設整備に係るサービス対価がこの契約の締結時の額から

１００分の５以上減少したとき。 

ウ 選定事業者による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難と

なったと認められるとき。 

(4) 第２２条の規定による工事の施工の中止期間が１月を超えたとき。た

だし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の

工事が完成した後１月を経過しても、なおその中止が解除されないと

き。 

２ 選定事業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害

があるときは、その損害の賠償を管理者に請求することができる。 

 

（不可抗力又は法令変更等による解除権） 

第４５条 不可抗力又は法令変更等により、選定事業者による事業の継続が不

可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可

抗力事由等の発生の日から６０日を経過しても第２２条第４項の協議が整わ

ないとき又は第３４条第１項の通知の日から６０日を経過しても同条第５項

の協議が整わないときは、管理者は、この契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

２ 管理者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより選定事業者に

損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合にお

いて、建設期間中の不可抗力による工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入

済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係る管理者の負担について

は、第２９条に定めるところによる。 

 

（完工前の解除の効力） 

第４６条 管理者は第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前にこの契約

が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した

部分の引渡しを受けるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 管理者は、前項の検査を行う場合において、ＰＦＩ施設がこの契約、設計

図書又は関係図書に適合しないと認める相当の理由があり、必要があると認

められるときは、当該相当の理由を選定事業者に通知して、工事目的物を最

小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に

直接要する費用は、選定事業者の負担とする。 

３ 管理者は、第１項に規定する引渡しを受けたときは、別に定めるところに

より、当該引渡しを受けた出来形部分に相応するＰＦＩ施設整備に係るサー

ビス対価を選定事業者に支払わなければならない。この場合において、契約

の解除が第４２条第１項の規定に基づくものであるときは、管理者は、支払

うべきＰＦＩ施設設備に係るサービス対価と第４３条第２項の違約金を相殺

することができる。 

 

（選定事業者の帰責事由による解除の場合の特例） 

第４７条 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前にこの契約が第４２

条第１項の規定に基づき解除された場合には、次のいずれかに該当するとき

を除き、前条第１項の規定にかかわらず、管理者は、選定事業者に対して、

ＰＦＩ施設を取り壊して事業用地等を原状回復するように求めることができ

る。この場合において、当該原状回復の費用は、選定事業者の負担とする。 

(1) 管理者がＰＦＩ施設の出来形部分を利用して工事を継続することが妥

当と判断するとき。 

(2) ＰＦＩ施設の工事の進捗状況から判断して出来形部分の買受が社会通

念上合理的であると認められるとき。 


